
1 

 

［事案 28-186］謝罪請求  

・平成 28年 10月 25日 不受理決定 

＜事案の概要＞ 

募集人に電話で特約の解約の希望を伝えたが、申立人の同意なく解約手続きが完了され、想

定よりも解約日が早くなったことを理由に、謝罪を求めて申立てのあったもの。なお、特約の

解約日より後に保険事故は発生していない。 

＜不受理の理由＞ 

裁定審査会では、申立内容の適格性について審査を行った結果、裁定審査会は保険会社に対し、

申立人への謝罪を求める権限を持たないことから、業務規程第 24条 1項 9号にもとづき、申

立てを不受理とした。 


